
（環境省Ｒ３ー２０）

基準年度 目標年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

0 0 0 0 3 3 －

0 0 0 － － － －

0 2 2 －

0 0 2 － － － －

当初予算額
（百万円）

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

(1)
特定復興再生拠点整備事
業　（平成29年度）

26,756
（24,169）

75,620
（55,693）

102,553
(88,592)

63,705 1,2,3 0157

26,756
(24,169)

75,620
（55,693）

102,553
(88,592)

63,705

・帰還困難区域の取扱いに関する考え方
・原子力災害からの福島復興の加速のための
基本指針
・福島復興再生基本方針

政策評価実施予定時期 令和4年8月

令和３年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標４－８　東日本大震災への対応（特定復興再生拠点の整備） 担当部局名

環境再生・資源循環
局
環境再生事業担当参
事官室
特定廃棄物対策担当
参事官室

作成責任者名
(※記入は任意）

川又孝太郎(環境再生
事業担当参事官)
則久雅司(特定廃棄物
対策担当参事官)

年度ごとの目標値
測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要
福島復興再生特別措置法に基づき、市町村長が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた計画（認定特定復興再生拠点区
域復興再生計画）に沿って、特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進に必要な除染や廃棄物の処理事業を実施す
る。

政策体系上の
位置付け

４．廃棄物・リサイクル対策の推進

達成すべき目標
帰還困難区域の復興・再生のため、福島復興再生特別措置法に基づき、市町村が定める帰還困
難区域内に避難指示を解除し、帰還者等の居住を可能とすることを目指す「特定復興再生拠点
区域」の復興及び再生を推進する。

目標設定の
考え方・根拠

測定指標 基準値 目標値

1

特定復興再生拠点区域に
おいて避難指示解除（全
域）に必要な範囲の除染が
完了した町村数

0 H29年度 6 R5年度
・各自治体の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に沿って、除染に係る進捗
状況を踏まえて記載。

達成手段の概要等
行政事業レビュー

事業番号

2
特定復興再生拠点区域に
おける廃棄物の仮置場へ
の搬入が完了した町村数

0 H29年度 6 R5年度

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat8/sub-cat8-3/review_r03/rs2021pdf/20015700_fukkochou.pdf

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

・原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針
・福島復興再生基本方針
・「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について
・「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針
・総理大臣施政方針演説「常磐自動車道に続き、本年3月、JR常磐線が全線開通します。これに合わせ、双葉町、大熊町、富岡町の
帰還困難区域における避難指示の一部解除に向け、準備を進めます。」（令和2年1月・抜粋）

4
・各自治体の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に沿って、廃棄物の処理に
係る進捗状況を踏まえて記載。

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
（百万円） 関連する

指標

別紙１

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat8/sub-cat8-3/review_r03/rs2021pdf/20015700_fukkochou.pdf#

